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議題１  関西学院周辺景観地区等に係る西宮市都市景観条例、景観法及

び西宮市都市景観条例の施行に関する規則の一部改正【諮問】 

 
１ 趣旨 

 
 関西学院周辺景観地区については令和元年度第 1 回の審議会にて諮問し、了とされた

後、西宮市都市計画審議会に付議し承認された。 
諮問及び付議した決定案は景観地区における建築物、工作物、開発行為等についての

形態意匠等の制限事項であり、令和 2 年 4 月の都市計画決定告示に向け、景観地区の制

度運用のための申請手続きや必要な行為の制限事項を規定するために条例及び施行規則

の改正を行う必要がある。 
関西学院内の「時計台（大学博物館、学院史編纂室）及び中央広場」並びに「ランバ

ス記念礼拝堂」については令和元年度第 2 回の審議会にて、景観重要建造物の指定につ

いて諮問し、了とされたことから本年 8 月 14 日付で指定を行い告示した。現在、これら

の建造物は都市景観形成建築物等と重複して指定されているが、景観重要建造物はより

積極的な保全を行う制度であることから、都市景観形成建築物等の指定を解除する規定

を見直すこととする。また、都市景観形成建築物等よりも強固な保全を図る国指定の重

要文化財や県市指定の重要有形文化財などに指定された場合にも、都市景観形成建築物

等を指定解除とする規定を併せて定めるものとする。 
以上のことから、本審議会において景観地区及び都市景観形成建築物等に関する事項

について、西宮市都市景観条例、景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則の

改正案を諮問するものである。 
 
２ 条例の構成について 

 
(１) 景観地区 

以下の項目について、西宮市都市景観条例、景観法及び西宮市都市景観条例の施行に

関する規則に規定する。 

・景観地区の決定及び変更に伴う法に付加する手続き(審議会関係) 

・建築物、工作物、開発行為等の認定及び許可申請手続き 

・違反行為に対する措置命令、罰則 

・工作物の建設及び開発行為等の制限事項 

 

【資料１】景観地区の規制担保手法 

【資料２】手続き等の項目及び法令等根拠 

 

(２) 都市景観形成建築物等 
第 2 章第 4 節に規定している都市景観形成建築物等の指定除外及び解除規定を設け

る。 



令和元年度 第３回西宮市都市景観・屋外広告物審議会 議題１ 

 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

３ 景観地区における手続き等について 

 
(１) 認定及び許可等の申請対象、事前協議の対象について 

認定及び許可申請、通知、協議が必要な行為について、建築物、工作物は景観に影

響を及ぼす規模を対象とし、開発行為等は風致地区で許可が必要な行為と同等規模を

対象とする。 

事前協議については景観計画区域(市内全域)で実施する計画策定段階協議、設計段階

協議を景観地区においても実施する。景観地区は、地区の特性に合わせた極め細やかな

制限により、規制力をもって良好な景観形成を図る制度であることから、景観計画区域

よりも小さい規模から協議対象とする。 
 

【資料３】景観地区手続きフロー 

【資料４】景観計画区域と景観地区における事前協議の対象規模比較 

【現行】 

第 1 章 総則 

第 2 章 都市景観の形成 

第 1 節 西宮市都市景観形成 

基本計画 

 第 2 節 景観計画 

 第 3 節 行為の届出等 

 第 4 節 都市景観形成建築物等 

 第 5 節 景観重要建造物及び景観 

重要樹木 

 第 6 節 公共施設景観指針 

第 3 章 都市景観形成市民団体 

第 4 章 表彰及び助成等 

第 5 章 雑則 

第 6 章 罰則 

第 1 章 総則 

【改正後】 

第 3 章 景観地区 

 第 1 節 景観地区の決定等 

 第 2 節 建築物に関する認定等 

 第 3 節 工作物に関する認定等 

 第 4 節 開発行為等の制限 

第 4 章 都市景観形成市民団体 

第 5 章 表彰及び助成等 

第 6 章 雑則 

第 7 章 罰則 一部改正 

第 2 章 都市景観の形成 

第 1 節 西宮市都市景観形成 

基本計画 

 第 2 節 景観計画 

 第 3 節 行為の届出等 

 第 4 節 都市景観形成建築物等 

 第 5 節 景観重要建造物及び景観 

重要樹木 

 第 6 節 公共施設景観指針 

一部改正 

新設 
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 (２)制限事項について 
工作物、開発行為等の制限事項については審議会に諮問した決定案に基づき、施行規

則で規定する。 
なお、定性的な制限事項や既存樹木の換算本数等など条例、施行規則に記載が困難な

事項で、補足が必要なものについては、別途運用基準を作成し、周知する。 
 
 (３)審議会へ意見を聴く事項について 

景観地区の決定や制限事項の変更を行う場合、事前協議を実施する場合について、審

議会へ意見を聴くことを条例で規定する。 

また、景観地区では景観法に基づき、措置命令や不認定通知など申請者に対する不利

益処分を科すことができることから、以下の事項についても審議会へ意見聴取を行う

旨を条例で規定する。 

 

【必須事項】 

・景観地区の決定、制限事項の変更を行う場合 

・事前協議(計画策定段階協議、設計段階協議)による助言、指導を行う場合 

・建築物、工作物、開発行為等で違反に対する措置命令の手続きを行う場合 

・形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置命令の手続きを行う場合 

・形態意匠等の制限除外(特例認定、特例許可)を行う場合 

・不認定(建築物、工作物)、不許可(開発行為等)とする場合 

【必要に応じて意見を聴く事項】 

・認定及び許可の判断に際して特に意見を求める必要がある場合 
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４ 都市景観形成建築物等に係る指定除外及び解除規定について 

 

現行の条例では、都市景観形成建築物等について、指定除外対象物の規定がなされてい

ない。 

（ア）景観重要建造物は、景観上特に重要なものであり、より積極的な保全を行うた

め、都市景観形成建築物等による保全は不要となる。 

（イ）国宝、重要文化財、重要有形文化財、特別史跡名勝天然記念物、史跡名勝天然記

念物（以下、「重要文化財等」という。）には、対象物全体に現状変更の規制が課

せられるため、景観法では景観重要建造物の指定対象外とされている。同様に、

都市景観形成建築物等についても指定対象外とすることが適当であると考えられ

る。 

（ウ）県・市の指定重要有形(民俗)文化財及び指定史跡名勝天然記念物についても、国

指定の重要文化財等と同様に保全されるものであることから、都市景観形成建築

物等についても指定対象外とすることが適当であると考えられる。 

 以上のことから、都市景観形成建築物等を景観重要建造物に指定する場合の都市景観

形成建築物等の解除規定を新設するとともに、国・県・市の重要文化財等については指

定対象外とし、また新たに指定された場合にあっては、都市景観形成建築物等の指定を

解除する規定を設けるものである。 

 

景観 

（外観の保全） 
 

歴史・文化 

（包括的な保全） 

   

[景観法] 

【市】 

① 

景観重要建造物 

 

景観上特に重要なもの 

 

 

指定 

対象外 

 

 

(法規定済） 

 [文化財保護法] 

【国】 

② 

国宝 

重要文化財 

重要有形文化財 

特別史跡・名勝・天然記念物 

史跡・名勝・天然記念物 

 

 

（ア）   解除 

     （規定新設） 

 

(イ)指定 

対象外 

 

 

（規定新設） 

↑ 

歴史上、学術上、芸術上、 

観賞上、歴史的風致上、 

価値が高く、重要なもの 

↓ 

 [都市景観条例] 

【市】 

都市景観形成建築物等 

 

景観上重要なもの 

(ウ)指定 

対象外 

 

 

（規定新設） 

[文化財関係条例] 

【県・市】 

③ 

指定重要有形(民俗)文化財 

指定史跡・名勝・天然記念物 
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５ 条例、施行規則改正案 

 
【資料５】西宮市都市景観条例改正案新旧対照表 

【資料６】景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則改正案新旧対照表 

 

６ 制度の広報について 

  
今後、事業者や地権者用に建築物、工作物、開発行為等に関しての手続きや規制基準

についてまとめたパンフレットを作成し、条例改正後に配布し制度周知を行う。 
 

７ 今後の進め方 

 

以下のスケジュール案にて行う。 

 

審議会等 
●(令和元年 9 月) 景観審（諮問） 
 諮問内容：   西宮市都市景観条例・施行規則の改正 
            
●(令和元年 12 月) 市議会条例改正案上程、議決 
         条例施行規則改正 

             ↓(周知期間) ※パンレット作成、配布 
 

●(令和 2 年 4 月)   景観地区都市計画決定告示 

条例・施行規則施行 

 



資料 1 

景観地区の規制担保手法 

建築物 工作物 開発行為等 

高さ・壁面の位置等 デザイン・色彩 デザイン・色彩 高さ等 

     

 

都市計画の内容として建築物に関する制限を定める 

(景観法 61 条) 

条例に制限事項を定める 

(景観法 72 条)  (景観法 73 条) 

確認申請 

建築確認 

行為の着手 

確認の表示 

完了検査 

使用制限等 

(場合により) 

市へ認定申請 

認定 

行為の着手 

認定の表示 

是正命令(場合により) 

適合義務 

 

届出違反に 

対する罰則 

建築確認で担保 

(建築基準法第 68 条) 

認定で担保 適合義務で担保 

違反の場合は即罰則適用 
許可で担保 

許可申請 

許可 

是正命令等 

(場合により) 

条例で定める事項 条例で定める事項 条例で定める事項 景観法第 63 条～第 71 条 

完了届の提出 

完了届の提出 
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手続き等の項目及び法令等根拠 

 

項目 

建築物 工作物 開発行為等 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

事前協議（計画策定段階

協議、設計段階協議） 

― ● ― ● ― ● 

審議会の意見聴取(特例

規定、不認定・不許可、

是正命令等) 

― ● ― ● ― ● 

形態意匠の制限 法 61 条に基づき都市計画

で定める 

― ◎ 

法 72 条 1 項 

法令 20 条 

― ― 

開発行為等の許可基準 ― ― ― ― ― ◎ 

法 73 条 1 項 

法令 21,22 条 

形態意匠制限への適合

義務 

〇 

法 62 条 

― ― ◎ 

法 72 条 1 項 

― ― 

開発行為等基準への適

合義務 

― ― ― ― ― ◎ 

法 73 条 1 項 

計画の認定(許可)手続

き 

〇 

法 63 条 

1～5 項 

― ― ◎ 

法 72 条 2 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

認定申請添付図書 〇 

法規則 19 条 

1～5 項 

◎ 

法規則 19 条

1 項 6 号 

― ◎ 

法 72 条 2 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

完了届 ― ● ― ● ― ● 

違反建築物(工作物)に

対する措置 

〇 

法 64 条 

1～5 項 

― ― ◎ 

法 72 条 4 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

(都市計画法

第 81 条) 

違反建築物(工作物)の

設計者等に対する措置 

〇 

法 65 条 

1 項 

― ― ◎ 

法 72 条 5 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

(都市計画法

第 81 条) 
※「〇」は景観法に定めのある事項、「◎」は景観法に基づき条例で定める事項、 

「●」は条例で自主的に定める事項 
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項目 

建築物 工作物 開発行為等 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

法に定めの

ある事項 

条例で定め

る事項 

監督処分等 〇 

法 65 条 

2 項 

― ― ◎ 

法 72 条 6 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

国の機関等に対する認

定等に関する手続きの

特例 

〇 

法 66 条 

1～5 項 

― ― ◎ 

法 72 条 2 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

法令 22 条 2

号 

工事現場における認定

の表示等 

〇 

法 68 条 

1～2 項 

― ― ◎ 

法 72 条 2 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

手続きの適用除外 〇 

法 69 条 

1～3 項 

◎ 

法 69 条 

1 項 5 号 

― ◎ 

法令 20 条 

1 項 6 号 

― ◎ 

法令 22 条 

1 項 4 号 

形態意匠に適合しない

建築物に対する措置 

〇 

法 70 条 

― ― ― ― ― 

報告及び立ち入り調査 〇 

法 71 条 

1～2 項 

― ― ◎ 

法 72 条 2 項 

― ◎ 

法 73 条 1 項 

罰則 〇 

法 101～104

条 

― ― ◎ 

法 108 条 

― ◎ 

法 108 条 

※「〇」は景観法に定めのある事項、「◎」は景観法に基づき条例で定める事項、 

「●」は条例で自主的に定める事項 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【認定及び許可の申請】 

 

 

景観法(建築物)、景観条例(工作物、開発行為等)による申請 

計画策定段階 

協議 

計画・構想 

段階での協議 

〇計画策定段階協議対象物件(市長が良好な景観形成に影響が少ないと認めるものは除く) 

・都市計画の決定又は変更が必要な行為、建築基準法に規定する例外許可が必要な行為、PFI 法又は 

これに類する手法に基づく事業 

・建築面積が 2,000 ㎡を超える建築物の新築、改築 

・増築面積が 1,000 ㎡を超え、かつ増築後の建築面積が 2,000 ㎡を超える建築物 

・建築面積 500 ㎡を超える又は高さ 10ｍを超える公共建築物の新築、改築、移転、外観の一面の過半の変更 

・道路(C-2,E,F,G,H,I,J-1,J-2,J-3,J-4 地区にあっては 12ｍを超えるものに限る)、2,500 ㎡を超える公園

の建設、改良 

 ・高架道路，高架鉄道，横断歩道橋，こ線橋その他これらに類するものの新設、改築、移転、 

外観の見付面積の過半の変更 

 ・橋りょうその他これに類するもので幅員 10ｍを超え、又はその延長が 30ｍを超えるものの新設、 

改築、移転、外観の見付面積の過半の変更 

・水平投影面積が 200 ㎡を超える駅舎等の新設、改築、移転、外観の見付面積の過半の変更 

 ・3,000 ㎡を超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 

 ・その他、市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると認めるもの 

〇設計段階協議対象物件 

・建築面積が 500 ㎡を超える又は高さが 10m を超える建築物の新築、

改築、移転、外観の一面の過半の変更 

・増築部分の高さが 10m 又は増築面積が 250 ㎡を超え、かつ増築後の

建築面積が 500 ㎡を超える建築物 

・高さが 5ｍを超え、かつ地上から当該工作物の高さが 10ｍを超える

工作物の新設、改築、移転、外観の見付面積の過半を変更するもの 

・500 ㎡を超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 

・高さが 2ｍを超える擁壁の新設 

・計画策定段階協議の対象物件で市長が景観形成へ影響が少ないとし

て計画策定段階協議を行わなかったもの 

設計段階協議 

基本設計段階での協議 

該当 

手続きフロー 

景観地区における申請手続き 

非該当 

計画策定段階協議 

終了後、設計段階時 

 
該当 非該当 

建築物※1 工作物※2 開発行為等※3 

法定審査期間 

30 日※4 

行為の着手、着工 

建築確認申請 

認定証、許可証の交付 

【認定及び許可等申請の対象】 

※１：建築物 

  次に掲げるもの以外は、全て対象とする。 

（１） 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存続する     

もの 

（２） 地下に設ける建築物      

（３） 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

（４） 新築、増築、改築又は移転で、その部分の床面積が 10 ㎡以下のもの 

（５） 外観の変更(修繕、模様替え、色彩の変更)でいずれかの一面の過半を超えないもの 

 

※２：工作物（以下のうち、非常災害のために応急措置として行うもの、仮設工作物、地下工作物、 

通常管理は除く） 

(１) 道路(C-2,E,F,G,H,I,J-1,J-2,J-3,J-4 地区にあっては 12 メートルを超えるものに限る) 及び

2,500 ㎡を超える公園 

(２) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの 

(３) 橋りょうその他これに類するもので幅員 10ｍ超え，又はその延長が 30ｍを超えるもの 

(４) 機械式駐車場 

(５) 建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの 

(６) 建築物に附属する擁壁又は建築物に附属する擁壁以外の擁壁で高さ 1.0ｍを超えるもの 

(７) 携帯電話基地局 

(８) 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用するための設備 

(９) 上記の他、高さが 1.5ｍを超えるもの(屋外広告物、道路標識、信号機等は除く) 

（10) 工作物の高さが 1.5ｍを超える工作物で、外観の見付面積の過半を変更するもの 

 

※３：開発行為等（以下のうち、非常災害のために応急措置として行うものは除く） 

 (１) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(面積が 10 ㎡以下の土地の形質の変更で高さ

が 1.5ｍを超える、又は建築物の存する敷地内で行う 1.5m を超えるのりを生ずる切土又は盛土を

伴わないものは除く) 

(２) 1.5ｍを超える(建築物が存する敷地内では 3ｍ以上)木竹の伐採 

(間伐、枝打ち、整枝や枯損した又は危険な木竹の伐採等は除く) 

(３) 土石類の採取(面積が 10 ㎡以下、かつ、高さが 1.5ｍ以下の搾取は除く) 

(４) 水面の埋立て又は干拓(面積が 10 ㎡以下は除く) 

(５) 屋外における土石、廃棄物のたい積(面積が 10 ㎡以下、かつ、高さが 1.5ｍ以下は除く) 

(６) 10 ㎡以上の建築物の新築、改築時の木竹の新植 

建築確認申請の 

30 日前までに認定申請 

 

不認定、不許可、法定審

査期間内審査不可通知 

その他、審議会へ事前に意見を聴く項目 

・建築物、工作物、開発行為等で違反に対する措置命令の

手続きを行う場合 

・形態意匠の制限に適合しない建築物、工作物に対する措

置命令の手続きを行う場合 

・形態意匠等の制限除外(特例認定、特例許可)を行う場合 

※4：開発行為等を除く 

審議会への意見聴取 

（必須）不認定・不許可とする 

場合 

（任意）認定・許可の判断に 

際して特に意見を求め

る必要がある場合 

景観アドバイ

ザー部会での

助言・指導 

景観アドバイザー部会に諮った物

件は、審議会にて適宜報告する 

景観アドバイ

ザー部会での

助言・指導 

開発事業 

計画書提出 

資料３ 



資料 4 

1 
 

景観計画区域と景観地区における事前協議の対象規模比較 

 景観計画区域 関西学院周辺景観地区 

計画策定

段階協議 

( 全 て 景

観アドバ

イザー部

会 の 対

象) 

・都市計画の決定又は変更が必要な行

為 

・建築基準法に規定する例外許可が必

要な行為 

・PFI 法又はこれに類する手法に基づ

く事業 

・建築物の新築、改築であって、当該

建築物の高さ 40m 超、建築面積 5,000

㎡超えるもの 

・建築物の増築であって、当該増築部

の高さが 40m を超えるもの若しくは

増築面積が 2,500 ㎡を超えかつ建築

面積が 5,000 ㎡を超えるもの 

・通知を要する公共事業 

 

 

 

・幅員 15m 以上の道路の建設、改良 

 

 

 

・5,000 ㎡以上の公園の建設、改良 

 

・高さが 5ｍを超える高架道路等の新

設、増築、改築、移転、外観の見付面

積の過半を変更するもの 

 

・幅員が 10ｍを超えるもの又は延長が 

30ｍを超える橋りょう等の新設、増

築、改築、移転、外観の見付面積の過

半を変更するもの 

・水平投影面積が 200 ㎡を超える駅舎

等の新設、改築、移転、外観の見付

面積の過半の変更 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

・建築物の新築、改築であって、当該

建築物の建築面積が 2,000 ㎡を超え

るもの 

・建築物の増築面積が 1,000 ㎡、かつ

当該増築後の建築面積が 2,000 ㎡を

超えるもの 

 

・建築面積が 500 ㎡又は高さ 10m を超

える公共建築物の新築、改築、移転、

外観の一面の過半の変更 

 

・ 道 路 (C-2,E,F,G,H,I,J-1,J-2,J-

3,J-4地区にあっては12メートルを

超えるものに限る)の建設、改良 

 

・2,500 ㎡を超える公園の建設、改良 

 

・高架道路，高架鉄道，横断歩道

橋，こ線橋その他これらに類するも

のの新設、改良、外観の見付面積の

過半を変更するもの 

 

 

 

 

 

同左 
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・地域の景観形成にとって特に重要な

公共施設又は公益的施設に係る行為

等で市長が必要と認めるもの 

 

 

・3,000 ㎡を超える宅地造成又は土地

の区画形質の変更 

・その他市長が景観の形成に影響を及

ぼすおそれがあると認める行為 

※市長が良好な景観形成に影響が少ないと認めるものは除く 

設計段階

協議 

・建築物の高さが 10ｍを超え、または

建築面積が500㎡(1,000㎡※1)を超え

る新築、改築、移転、外観の一面の過

半の変更 

・増築部分の高さが 10m を超え又は建

築物の増築面積が 250 ㎡(500 ㎡※1)、

かつ当該増築後の建築面積が 500 ㎡

(1,000 ㎡※1)を超えるもの 

・高さが 5ｍを超える高架道路等の新

設、増築、改築、移転、外観の見付面

積の過半を変更するもの 

 

・水平投影面積が 200 ㎡を超える駅舎

等の新設、改築、移転、外観の見付

面積の過半の変更 

・高さが 5ｍを超え､かつ､地上から当

該工作物の上端までの高さが 10ｍを

超えるものの新設、改築、移転、外観

の見付面積の過半の変更 

・幅員が 10ｍを超えるもの又は延長が 

30ｍを超える橋りょう等の新設、増

築、改築、移転、外観の見付面積の過

半を変更するもの 

 

 

 

 

 

 

 

・建築面積が 500 ㎡を超える又は高

さが 10m を超える建築物の新築、改

築、移転、外観の一面の過半の変更 

 

・増築部分の高さが 10m を超え又は建

築物の増築面積が 250 ㎡、かつ当該

増築後の建築面積が 500 ㎡を超える

もの 

・高架道路，高架鉄道，横断歩道橋，

こ線橋その他これらに類するものの

新設、改良、外観の見付面積の過半を

変更するもの 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

・500 ㎡を超える宅地造成又は土地の

区画形質の変更 

・高さが 2ｍを超える擁壁の新設 

・計画策定段階協議の対象物件で市長

が景観へ影響が少ないとして計画策

定段階協議を行わなかったもの 

※1：第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住

居専用地域第一種住居地域、第二種住居地域準住

居地域、準工業地域・工業地域の基準 
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設計段階

協議のう

ち景観ア

ドバイザ

ー部会の

対象とな

るもの 

・高さ 40m を超えるもの又は建築面積

が 5000 ㎡を超える建築物（駅舎等

を除く）の新築、改築、移転 

・増築部分の高さが 40m を超えるもの

又は増築部分の建築面積が 2500 ㎡

を超え、かつ、増築後の建築面積が 

5000 ㎡を超える建築物（駅舎等を除

く）の増築 

・高さが 5ｍを超える高架道路等の新

設、増築、改築、移転、外観の見付面

積の過半を変更するもの 

・幅員が 10ｍを超えるもの又は延長が 

30ｍを超える橋りょう等の新設、増

築、改築、移転、外観の見付面積の過

半を変更するもの 

・水平投影面積が 200 ㎡を超える駅舎

等の新設、改築、移転、外観の見付面

積の過半を変更するもの 

・通知を要する公共事業 

上記、設計段階協議の全ての物件が対

象 

※市長が良好な景観形成に影響が少ないと認めるものは除く 
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西宮市都市景観条例（一部改正） 

新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 案 

 

西宮市都市景観条例 

（平成２１年７月１５日） 

（西宮市条例第８号） 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 都市景観の形成 

第１節 西宮市都市景観形成基本計画（第５条） 

第２節 景観計画（第６条－第９条） 

第３節 行為の届出等（第９条の２－第１７条） 

第４節 都市景観形成建築物等（第１８条－第２３条） 

第５節 景観重要建造物及び景観重要樹木（第２４条－第３１条） 

第６節 公共施設景観指針（第３２条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

第１章 総則（第１条－第４条） 

第２章 都市景観の形成 

第１節 西宮市都市景観形成基本計画（第５条） 

第２節 景観計画（第６条－第９条） 

第３節 行為の届出等（第９条の２－第１７条） 

第４節 都市景観形成建築物等（第１８条－第２３条） 

第５節 景観重要建造物及び景観重要樹木（第２４条－第３１条） 

第６節 公共施設景観指針（第３２条） 

第３章 景観地区 

第１節 景観地区の決定等(第３３条－第３８条) 

第２節 建築物に関する認定等(第３９条－第４３条) 

第３節 工作物に関する認定等(第４４条－第５２条) 

第４節 開発行為等の制限(第５３条－第６０条) 

 ※9 条の 2は令和元年 9月現在条例改正手続き中 
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改 正 前 改 正 案 

第３章 都市景観形成市民団体（第３３条） 

第４章 表彰及び助成等（第３４条・第３５条） 

第５章 雑則（第３６条－第３９条） 

第６章 罰則（第４０条） 

付則 

 

（法定の届出等） 

第１１条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、前条第１項第４号に掲

げる行為とする。［３］ 

２ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）第１条第２項第４号の

条例で定める図書は、完成予想図その他の規則で定める図書とする。 

 

３ 法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更

により同条第１項の規定による届出に係る行為が同条第７項各号に掲げる行為

に該当することとなるもの以外のものとする。 

４ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、前条第１項各号に掲げる行

為以外のものとする。［３］ 

 

（都市景観形成建築物等の指定等） 

第１８条 市長は、都市景観の形成を図るうえで重要な価値があると認める建築物

又は工作物（これらの敷地並びにこれらの敷地内の他の建築物、工作物及び木竹

等を含む。以下この節において同じ。）で、次の各号のいずれかに該当するもの

を都市景観形成建築物又は都市景観形成工作物（以下「都市景観形成建築物等」

という。）として指定することができる。 

第４章 都市景観形成市民団体（第６１条） 

第５章 表彰及び助成等（第６２条・第６３条） 

第６章 雑則（第６４条－第６７条） 

第７章 罰則（第６８条－第７１条） 

付則 

 

（法定の届出等） 

第１１条 法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は、前条第１項第４号に掲

げる行為とする。［３］ 

２ 景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号。以下「法施行規則」と

いう。）第１条第２項第４号の条例で定める図書は、完成予想図その他の規則で

定める図書とする。 

３ 法第１６条第２項の条例で定める事項は、設計又は施行方法のうち、その変更

により同条第１項の規定による届出に係る行為が同条第７項各号に掲げる行為

に該当することとなるもの以外のものとする。 

４ 法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は、前条第１項各号に掲げる行

為以外のものとする。［３］ 

 

（都市景観形成建築物等の指定等） 

第１８条 市長は、都市景観の形成を図るうえで重要な価値があると認める建築物

又は工作物（これらの敷地並びにこれらの敷地内の他の建築物、工作物及び木竹

等を含む。以下この節において同じ。）を都市景観形成建築物又は都市景観形成

工作物（以下「都市景観形成建築物等」という。）として指定することができる。

ただし、次に掲げるもの（以下「指定対象外建造物」という。）については、この
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 地区の都市景観を特徴づけている建築物又は工作物 

(２) 歴史的価値又は建築的価値のある建築物又は工作物 

限りでない。 

(１)  文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 27 条第 1 項の規定により重要

文化財に指定されたもの、同条第２項の規定により国宝に指定されたもの、同

法第 78 条第 1 項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び同法

第 109 条第 1 項又は第 110 条第 1 項の規定により史跡名勝天然記念物に指定

され、又は仮指定されたもの、同法第 109 条第２項の規定により特別史跡名勝

天然記念物に指定されたもの 

 

(２)  兵庫県県文化財保護条例(昭和 39 兵庫県条例第 58 号)第 4 条第 1 項の規

定により兵庫県指定重要有形文化財に指定されたもの、同条例第 27 条第 1 項

の規定により兵庫県指定重要有形民俗文化財に指定されたもの及び同条例第

31 条第 1 項の規定により兵庫県指定史跡名勝天然記念物に指定されたもの 

 

(３)  西宮市文化財保護条例(昭和 48 年 4 月西宮市条例第 3 号)第 6 条第 1 項

の規定により西宮市指定重要有形文化財に指定されたもの、同条例第 24 条第

1項の規定により西宮市指定重要有形民俗文化財に指定されたもの及び同条例

第 26 条第 1 項の規定により西宮市指定史跡及び天然記念物に指定されたもの 

(４) 景観法第 19 条第 1 項の規定により景観重要建造物に指定されたもの 

 

 

２ 都市景観形成建築物等には、次のいずれかに該当するものを指定するものとす

る。 

(１) 地区の都市景観を特徴づけている建築物又は工作物 

(２) 歴史的価値又は建築的価値のある建築物又は工作物 
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改 正 前 改 正 案 

(３) 市民に親しまれている建築物又は工作物 

２ 市長は、前項の規定により都市景観形成建築物等を指定しようとするときは、

あらかじめその所有者（権原に基づく占有者がある場合は、占有者を含む。以下

「所有者等」という。）の同意を得なければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により都市景観形成建築物等を指定しようとするとき

は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による都市景観形成建築物等の指定（以下この節におい

て「指定」という。）をしたときは、その旨を告示しなければならない。 

５ 市長は、指定をしたときは、速やかにその旨を当該都市景観形成建築物等の所

有者等に通知しなければならない。 

６ 市長は、指定をしたときは、遅滞なくこれを表示する標識を設置しなければな

らない。 

（指定の提案等） 

第１９条 前条第１項各号のいずれかに該当する建築物又は工作物の所有者等は、

当該建築物又は工作物を都市景観形成建築物等として指定することを市長に提

案することができる。 

２ 市長は、前項の規定による提案に係る建築物又は工作物について、都市景観形

成建築物等として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なくその旨及び理

由を当該提案をした者に通知しなければならない。 

（保全計画） 

第２０条 市長は、指定をしたときは、当該都市景観形成建築物等を保全するため

の計画（以下「保全計画」という。）を定めるものとする。 

２ 都市景観形成建築物等の所有者等は、当該都市景観形成建築物等について、保

全計画に適合した管理を行わなければならない。 

(３) 市民に親しまれている建築物又は工作物 

３ 市長は、前項の規定により都市景観形成建築物等を指定しようとするときは、

あらかじめその所有者（権原に基づく占有者がある場合は、占有者を含む。以下

「所有者等」という。）の同意を得なければならない。 

４ 市長は、第１項の規定により都市景観形成建築物等を指定しようとするとき

は、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

５ 市長は、第１項の規定による都市景観形成建築物等の指定（以下この節におい

て「指定」という。）をしたときは、その旨を告示しなければならない。 

６ 市長は、指定をしたときは、速やかにその旨を当該都市景観形成建築物等の所

有者等に通知しなければならない。 

７ 市長は、指定をしたときは、遅滞なくこれを表示する標識を設置しなければな

らない。 

（指定の提案等） 

第１９条 前条第２項各号に該当する建築物又は工作物の所有者等は、当該建築物

又は工作物を都市景観形成建築物等として指定することを市長に提案すること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定による提案に係る建築物又は工作物について、都市景観形

成建築物等として指定する必要がないと判断したときは、遅滞なくその旨及び理

由を当該提案をした者に通知しなければならない。 

（保全計画） 

第２０条 市長は、指定をしたときは、当該都市景観形成建築物等を保全するため

の計画（以下「保全計画」という。）を定めるものとする。 

２ 都市景観形成建築物等の所有者等は、当該都市景観形成建築物等について、保

全計画に適合した管理を行わなければならない。 
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３ 第１８条第３項から第５項までの規定は、保全計画を定め、又は変更する場合

について準用する。 

（指定の解除） 

第２１条 市長は、都市景観形成建築物等が滅失、損傷等により都市景観の形成上

の価値を失ったとき又は特別な事由があると認めるときは、当該都市景観形成建

築物等に係る指定を解除することができる。 

２ 第１８条第３項から第５項までの規定は、前項の規定による指定の解除につい

て準用する。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 第１８条第４項から第６項までの規定は、保全計画を定め、又は変更する場合

について準用する。 

（指定の解除） 

第２１条 市長は、都市景観形成建築物等が滅失、損傷等により都市景観の形成上

の価値を失ったとき又は特別な事由があると認めるときは、当該都市景観形成建

築物等に係る指定を解除することができる。 

２ 第１８条第４項から第６項の規定は、前項の規定による指定の解除について準

用する。 

３ 市長は、都市景観形成建築物等が指定対象外建造物に該当するに至ったとき

は、当該都市景観形成建築物等に係る指定を解除するものとする。 

４ 第１８条第５項及び第６項の規定は、前項の規定による指定の解除について準

用する。 

 

第３章 景観地区 

第１節 景観地区の決定等 

（景観地区の決定） 

第３３条 市長は、法第６１条第１項の規定により都市計画に景観地区を定めよう

とするとき、法第７２条第１項の規定により条例で工作物の規定を定めようとす

るとき、法第７３条第１項の規定により条例で開発行為等の規定を定めようとす

るとき、又は都市計画法第２１条第１項の規定により景観地区に関する都市計画

を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。 

（計画策定段階協議） 

第３４条 法第６３条第１項に規定する申請、法第６６条第２項に規定する通知、

第４５条第１項に規定する申請、第４８条第２項に規定する通知、第５３条第１
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項に規定する申請、第５６条第１項に規定する協議の必要な行為のうち、次に掲

げる行為に関する計画（以下この条において「計画」という。）を策定しようと

する者は、あらかじめ、良好な景観の形成に対する配慮事項及びその方策等につ

いて、規則で定めるところにより市長に申し出て、その協議（以下「計画策定段

階協議」という。）をしなければならない。ただし、当該行為が良好な景観の形

成に影響を及ぼすおそれがないと市長が認める場合は、協議を要しない。 

(１) 次条第１項に掲げる行為のうち、次に掲げる行為に該当するもの 

ア 都市計画（都市計画法第４条第１項に規定する都市計画をいう。）の決定

又は変更が必要な行為 

イ 建築基準法の規定により特定行政庁（同法第２条第３５号に規定する特

定行政庁をいう。）が建築審査会（西宮市附属機関条例別表に規定する西宮

市建築審査会をいう。）の同意を得て許可を行うことが必要な行為のうち、

規則で定めるもの 

ウ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成

１１年法律第１１７号）第２条第２項に規定する特定事業として行う行為

又はこれに準ずる行為 

エ アからウまでに掲げるもののほか、規則で定める行為 

２ 前項の規定による申出を行った者（以下「申出者」という。）は、当該申出に係

る計画の内容に変更があった場合は、規則で定めるところにより、速やかにその

旨を市長に申し出なければならない。 

３ 市長は、規則で定めるところにより、計画策定段階協議の結果を公表すること

ができる。 

４ 市長は、正当な理由なく第１項又は第２項の規定による申出をしない者及び計

画策定段階協議に応じない申出者に対し、必要な措置をとるよう勧告（これらの
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者が国の機関又は地方公共団体である場合にあっては、要請）を行うものとする。 

（設計段階協議） 

第３５条 景観地区内において、規則に定める行為を行おうとする者は、法第６３

条第１項に規定する申請、第４５条第１項に規定する申請、第５３条第１項に規

定する申請、法第６６条第２項に規定する通知、第４８条第２項に規定する通知、

及び第５６条第１項に規定する協議をする場合において、あらかじめ市長に協議

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による協議が行われる場合においては、あらかじめ審議会

の意見を聴かなければならない。 

（景観地区の制限事項の適用除外） 

第３６条 市長は、法第６３条第１項に規定する申請、第４５条第１項に規定する

申請、第５３条第１項に規定する申請、法第６６条第２項に規定する通知、第４

８条第２項に規定する通知、及び第５６条第１項に規定する協議について、良好

な景観形成に影響を及ぼすおそれがないとして景観地区の制限事項の適用を除

外しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

（認定審査等における審議会への意見聴取） 

第３７条 市長は、法第６３条第１項に規定する申請、第４５条第１項に規定する

申請、第５３条第１項に規定する申請、法第６６条第２項に規定する通知、第４

８条第２項に規定する通知に係る審査、及び第５６条第１項に規定する協議をす

る場合において、必要に応じて審議会の意見を聴くことができる。 

（行為の許可の委任） 

第３８条 法第６３条第１項に規定する申請、第４５条第１項に規定する申請、第

５３条第１項に規定する申請、法第６６条第２項に規定する通知、第４８条第２

項に規定する通知、及び第５６条第１項に規定する協議が必要な行為を行う土地
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の区域が風致地区内にわたる場合は、景観地区の許可をもって、西宮市風致地区

内における建築等の規制に関する条例（平成１６年西宮市条例第５０号）第２条

第１項の許可があったとみなす。 

第２節 建築物に関する認定等 

（建築物の認定申請） 

第３９条 法第６３条第１項に規定する申請書には、法施行規則第１９条第１項第

１号から第５号に定める図書のほか、規則に定める図書を添付するものとする。 

２ 法第６３条第２項、又は法第６６条第３項の規定による認定を受けた建築物等

の計画を変更して行為を行おうとする場合は、規則に定めるところにより、書類

を提出して市長の認定を受けなければならない。 

３ 市長は、法第６３条第３項、又は法第６６条第３項の規定により適合しない旨

の通知書を交付しようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければな

らない。 

（建築等行為の完了等の届出） 

第４０条 法第６３条第２項、又は法第６６条第３項の規定による認定を受けた者

は、当該認定に係る行為を完了したとき、又は中止したときは、規則で定めると

ころにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（違反建築物に対する措置命令の手続き） 

第４１条 市長は、法第６４条第１項の規定により違反を是正するために必要な措

置をとることを命じようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければ

ならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ審議会の意見を聴く時間的

余裕がないときは、この限りではない。 

（形態意匠の制限に適合しない建築物に対する措置命令の手続き） 

第４２条 市長は、法第７０条第１項の規定により必要な措置を命じようとすると



資料 5 

9 
 

改 正 前 改 正 案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

きは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。 

（認定を要しない建築物） 

第４３条 法第６９条第１項５号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすお

それが少なく認定を要しない建築物は、次に掲げるものとする。 

 (１) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間

中に限り存続するもの 

 (２) 地下に設ける建築物 

 (３) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

 (４) その他規則で定めるもの 

第３節 工作物に関する認定等 

（認定工作物の形態意匠等の制限） 

第４４条 景観地区内の規則で定める認定を要する工作物 (以下、「認定工作物」

という。)は、規則で定める形態意匠の制限及び高さの最高限度に適合するもの

でなければならない。 

（認定工作物の計画の認定） 

第４５条 景観地区内において認定工作物の建設等をしようとする者は、あらかじ

め、その計画が、前条の規定に適合するものであることについて、規則で定める

ところにより、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から３０日

以内に、申請に係る認定工作物の計画が前条の規定に適合するかどうか審査し、

審査の結果に基づいて当該規定に適合するものと認めたときは、当該申請者に認

定証を交付しなければならない。 

３ 前項の認定を受けた認定工作物の計画を変更して建設等を行おうとする場合

は、規則に定めるところにより、書類を提出して市長の認定を受けなければなら
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ない。 

４ 市長は、第２項の規定により審査をした場合において、申請に係る認定工作物

の計画が前条の規定に適合しないと認めたとき、又は当該申請書の記載によって

は当該規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があると

きは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付

しなければならない。 

５ 市長は前項の適合しない旨の通知書を交付しようとするときは、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。 

６ 第２項の認定証の交付を受けた後でなければ、同項の認定工作物の建設等の工

事（景観法施行令(以下「令」という。)第１２条に規定する工事を除く。）は、す

ることができない。 

（違反認定工作物に対する措置） 

第４６条 市長は、第４４条の規定に違反した認定工作物があるときは、建設等工

事主(工作物の建設等をする者をいう。以下同じ。)、当該工作物の建設等の工事

の請負人(請負工事の下請人を含む。以下同じ。)若しくは現場管理者又は当該工

作物の所有者、管理者若しくは占有者に対し、当該工作物に係る工事の施工の停

止を命じ、又は相当の期限を定めて当該工作物の改築、修繕、模様替、色彩の変

更その他当該規定の違反を是正するために必要な措置をとることを命ずること

ができる。 

２ 市長は、前項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規

則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

４ 前項の標識は、第１項の規定による処分に係る認定工作物又はその敷地内に設
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置することができる。この場合においては、同項の規定による処分に係る認定工

作物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は

妨げてはならない。 

５ 第１項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置す

ることが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担におい

て、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること

ができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及

びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委

任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

６ 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があった場合においては、これを提示しなければならない。 

（違反認定工作物の工事の請負人に対する措置） 

第４７条 市長は、前条第１項の規定による処分をした場合においては、当該処分

に係る認定工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他法施行規則第

２７条で定める事項を、建設業法(昭和２４年法律第１００号)の定めるところに

より当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければな

らない。 

（国又は地方公共団体の認定工作物に対する認定等に関する手続の特例） 

第４８条 国又は地方公共団体の認定工作物については、第４４条から前条までの

規定は適用せず、次項から第７項までに定めるところによる。 

２ 景観地区内の認定工作物の建設等をしようとする者が国の機関又は地方公共

団体(以下この条において「国の機関等」という。)である場合においては、当該

国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければなら
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ない。 

３ 市長は、前項の通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日から３０日

以内に、当該通知に係る認定工作物の計画が第４４条の規定に適合するかどうか

を審査し、審査の結果に基づいて、当該規定に適合するものと認めたときにあっ

ては当該通知をした国の機関等に対して認定証を交付し、当該規定に適合しない

ものと認めたとき、又は当該規定に適合するかどうかを決定することができない

正当な理由があるときにあってはその旨及びその理由を記載した通知書を当該

通知をした国の機関等に対して交付しなければならない。 

４ 前項の認定を受けた認定工作物の計画を変更して建設等を行おうとする場合

は、規則に定めるところにより、書類を提出して市長の認定を受けなければなら

ない。 

５ 市長は第３項の適合しない旨の通知書を交付しようとするときは、あらかじめ

審議会の意見を聴かなければならない。 

６ 第３項の認定証の交付を受けた後でなければ、第２項の認定工作物の建設等の

工事(令第１２条に規定する工事を除く。)は、することができない。 

７ 市長は、国又は地方公共団体の認定工作物が第４４条の規定に違反すると認め

る場合においては、直ちに、その旨を当該工作物を管理する国の機関等に通知し、

第４６条第１項に規定する必要な措置をとるべきことを要請しなければならな

い。 

（工事現場における認定の表示等） 

第４９条 景観地区内の認定工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事現場の見

やすい場所に、規則で定めるところにより、建設等工事主、設計者(その者の責

任において、設計図書を作成した者をいう。以下同じ。)、工事施工者(工作物に

関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。以
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下同じ。)及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに住所並びに当該工事に係

る計画について第４５条第２項又は前条第３項の規定による認定があった旨の

表示をしなければならない。 

２ 景観地区内の認定工作物の建設等の工事の施工者は、当該工事に係る第４５条

第２項又は前条第３項の規定による認定を受けた計画の写しを当該工事現場に

備えて置かなければならない。 

（認定工作物の建設等の完了等の届出） 

第５０条 第４５条第２項又は第４８条第３項の規定による認定を受けた者は、当

該認定に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、

速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（適用除外） 

第５１条 第４４条から前条までの規定は、次に掲げる工作物については、適用し

ない。 

(１) 道路法(昭和２７年法律第１８０号)第４５条第２項及び第３項の規定及

びこれらの規定に基づく命令の規定で工作物又はその部分に関わるものに基

づく当該工作物又はその部分 

(２) 道路交通法（昭和３５年法律第１０５号)第４条第４項及び第５項、第６

条第５項並びに第１１４条の７の規定及びこれらの規定に基づく命令の規定

で工作物又はその部分に関わるものに基づく当該工作物又はその部分 

(３) 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第４条又は第５条の規定に基

づく条例の規定に適合する屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件

の設置 

(４) 法１９条１項の規定により景観重要建造物として指定された工作物 

(５) 文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又
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は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物 

(６) 前号の工作物であったものの原形を再現する工作物で、市長がその原形の

再現がやむを得ないと認めたもの 

(７) その他規則で定めるもの 

２ 景観地区に関する工作物の形態意匠等の制限が定められ、又は変更された際現

に存する工作物又は現に建設等の工事中の工作物が、第４４条の規定に適合しな

い場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該工作物又

はその部分に対しては、同条から前条までの規定は適用しない。 

３ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する工作物又はその部分に対して

は、適用しない。 

(１) 景観地区に関する工作物の形態意匠等の制限の変更前に第４４条の規定

に違反している工作物又はその部分 

(２) 景観地区に関する工作物の形態意匠等の制限が定められ、又は変更された

後に増築、改築又は移転の工事に着手した工作物 

(３) 景観地区に関する工作物の形態意匠等の制限が定められ、又は変更された

後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に

着手した工作物の当該工事に係る部分 

（報告及び立ち入り調査） 

第５２条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定工作物の所有

者、管理者若しくは占有者、建設等工事主、設計者、工事監理者又は工事施工者

に対し、当該認定工作物に関する工事の計画若しくは施工の状況その他必要な事

項に関し報告させ、又はその職員に、認定工作物の敷地又は工事現場に立ち入り、

当該認定工作物、当該認定工作物の材料その他工事に関係がある物件を検査させ

ることができる。 



資料 5 

15 
 

改 正 前 改 正 案 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

第４節 開発行為等の制限 

（開発行為等の制限） 

第５３条 景観地区内において次に掲げる開発行為等をしようとする者は、あらか

じめ規則に定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければな

らない。 

(１) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更で、規則で定めるもの 

(２) 木竹の植栽(建築物の新築に伴うものを含む)及び伐採で、規則で定めるも

の 

(３) 土石類の採取で、規則で定めるもの 

(４) 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４

５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）又

は再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）

第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）のたい積で、規則で定

めるもの 

(５) 水面の埋立て又は干拓で、規則で定めるもの 

（開発行為等の許可） 

第５４条 市長は、開発行為等が規則で定める基準に適合していると認めるとき

は、前項の許可(以下この節において「許可」という。)をしなければならない。 

２ 市長は、許可をする場合において、必要があると認めるときは、許可を受けた

者に不当な義務を課すこととならない範囲において、条件を付することができ
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る。 

３ 市長は、第１項の許可をしたときにあっては当該行為を行う者に許可証を交付

し、同項の許可をしないことを決定したときにあっては理由を付してその旨を文

書により当該行為を行う者に通知するものとする。 

４ 前項の許可を受けた開発行為等の計画を変更して行為を行おうとする場合は、

規則に定めるところにより、書類を提出して市長の許可を受けなければならな

い。 

５ 市長は許可をしない旨の通知書を交付しようとする場合ときは、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。 

６ 許可を受けた後、又は第５６条の協議を終了した後でなければ、前条第１項の

開発行為等をすることができない。 

（工事完了等の届出） 

第５５条 前条第１項に規定する許可を受けた者、又は第５６条第１項に規定する

協議を行った者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で

定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（国又は地方公共団体の開発行為等に対する許可等に関する手続の特例） 

第５６条 景観地区内において国の機関又は地方公共団体が開発行為等を行おう

とするときは、あらかじめ、市長と協議しなければならない。 

（工事現場における許可の表示等） 

第５７条 景観地区内の開発行為等の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場

所に、規則で定めるところにより、事業者、設計者、工事施工者及び工事の現場

管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る計画について第５４条第１項の規

定による許可があった旨の表示をしなければならない。 

２ 景観地区内の開発行為等の工事の施工者は、当該工事に係る第５４条第１項の
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規定による許可を受けた計画の写しを当該工事現場に備えて置かなければなら

ない。 

（報告及び立入検査） 

第５８条 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、開発行為等の許可

を受けた者に対し、工事の施工状況を報告させることができる。 

２ 市長は、この節の規定の施行に必要な限度において、その職員に、工事現場に

立ち入り、開発行為等に関する工事の施工の状況及び設計図書その他の関係書類

を検査させることができる。 

３ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。 

（監督処分等） 

第５９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、開発行為等の許可を

取り消し、若しくは開発行為等の許可に付した条件を変更し、又は開発行為等に

関する工事の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて違反を是正するために必

要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

(１) この節の規定に違反している者 

(２) 開発行為等の許可に付した条件に違反している者 

(３) 偽りその他不正の手段により開発行為等の許可を受けた者 

２ 市長は、前項の規定により必要な措置を命じようとするときは、あらかじめ審

議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ

審議会の意見を聴く時間的余裕がないときは、この限りではない。 

３ 第１項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過
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失がなくてその措置を命ずべき者を確知することができず、かつ、その違反を放

置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担に

おいて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行

わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行

うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者

若しくは委任した者がその措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならな

い。 

４ 市長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規

則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

５ 前項の標識は第１項の規定による命令に係る土地に設置することができる。こ

の場合においては、同項の規定による命令に係る土地の所有者、管理者又は占有

者は当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

（適用除外） 

第６０条 この節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。 

(１) 景観法施行令第８条第３号及び第４号に掲げる行為 

(２) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為 

(３) 法第３１条第１項の許可に係る行為 

(４) 景観計画に法第８条第２項第４号ロに掲げる事項が定められた景観重要

公共施設の整備として行う行為 

(５) 法第８条第２項第４号ハ(１)から(７)までの許可に係る行為 

(６) 景観農業振興地域整備計画の区域内の農用地区域内における農業振興地

域の整備に関する法律(昭和４４年法律第５８号)第１５条の２第１項の許可

に係る行為 

(７) 都市計画法第２９条第１項の許可(同法第３３条第５項の規定に基づく条
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第３章 都市景観形成市民団体 

第３３条  

―略― 

第４章 表彰及び助成等 

（表彰） 

第３４条  

―略― 

（助成等） 

第３５条  

―略― 

第５章 雑則 

（都市景観の形成についての協力の要請） 

第３６条  

―略― 

例に第５３条の規定による制限と同等以上のものと認められる制限がその基

準として定められているものに限る。)に係る行為 

(８) 文化財保護法第４３条第１項若しくは第１２５条第１項の許可に係る行

為、同法第１６８条第１項の同意に係る同項第１号の行為又は文化財保護法施

行令(昭和５０年政令第２６７号)第４条第２項の許可若しくは同条第５項の

協議に係る行為 

(９) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める行為 

２ 景観地区に関する都市計画が定められ、又は景観地区の区域が拡張された際当

該景観地区内において既に着手している開発行為等については、第５３条から前

条までの規定は適用しない。 

 

第４章 都市景観形成市民団体 

第６１条  

―略― 

第５章 表彰及び助成等 

（表彰） 

第６２条  

―略― 

（助成等） 

第６３条  

―略― 

第６章 雑則 

（都市景観の形成についての協力の要請） 

第６４条  
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（維持及び保全） 

第３７条  

―略― 

（既存の建築物等の所有者等に対する要請） 

第３８条  

―略― 

（委任） 

第３９条  

―略― 

第６章 罰則 

第４０条  

―略― 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―略― 

（維持及び保全） 

第６５条  

―略― 

（既存の建築物等の所有者等に対する要請） 

第６６条  

―略― 

（委任） 

第６７条              

―略― 

第７章 罰則 

第６８条  

―略― 

第６９条 次の各号のいずれかに該当する者は、５０万円以下の罰金に処する。 

(１) 第４５条第１項又は第５４条第１項の規定に違反して、申請書を提出せ

ず、又は虚偽の申請書を提出した者 

(２) 第４５条第６項の規定に違反して、工作物の建設等の工事をした者 

(３) 第４６条第１項又は第５９条第１項の規定による市長の命令に違反した

者 

(４) 第５４条第６項の規定に違反して開発行為をした者 

第７０条 次の各号のいずれかに該当する者は、３０万円以下の罰金に処する。 

(１) 第４９条又は第５７条の規定に違反して、認定又は許可があった旨の表示

をせず、又は認定又は許可を受けた計画の写しを備えて置かなかった者 

(２) 第５２条第１項又は第５８条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の
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報告をした者 

(３) 第５２条第１項又は第５８条第１項の規定による立入検査を拒み、妨げ、

又は忌避した者 

（両罰規定） 

第７１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業員が、そ

の法人又は人の業務に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人又は人に対して各本状の罰金刑を科する。 

 

付 則（令和元年●月●日西宮市条例第●号［●］） 

(施行日) 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

(規定の適用) 

第２条 この条例の施行の際、現に計画（第３４条第１項に規定する計画をい

う。以下同じ。）の策定に着手している者のうち、次に掲げる者に該当するも

のについては、その者を計画を策定しようとする者であるものとみなして、同

条の規定を適用する。 

 (１) 当該計画の策定を完了させていない者 

 (２) その者がしようとする当該計画に係る行為（第３４条第１項第１号に掲げ

る行為（同号アに掲げる行為に該当するものに限る。）に限る。）に関する都

市計画（都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１項に規定する都

市計画をいう。）の案が、この条例の施行の日以後に、同法第１７条第１項（同

法第２１条第２項において準用する場合を含む。）の規定により縦覧に供され

ることとなる者（前号に掲げる者を除く。） 

２ 改正後の第６８条、第６９条及び第７０条の規定は、この条例の施行の日以
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後に申請等に係る行為に着手する者（景観法（平成１６年法律第１１０号）第

１６条第１項の規定による届出を行った者を除く。）について適用する。 
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景観法及び西宮都市景観条例の施行に関する規則（一部改正） 

新 旧 対 照 表 

改 正 前 改 正 案 

 

景観法及び西宮市都市景観条例の施行に関する規則 

（平成２１年９月３０日） 

（西宮市規則第１９号） 

 

（指定等の通知） 

第１７条 条例第１８条第５項の規定による通知は、都市景観形成建築物等指定通

知書により行うものとする。 

（都市景観形成建築物等の標識） 

第１８条 条例第１８条第６項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

(１) 指定の年月日 

(２) 指定した建築物又は工作物の名称 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指定等の通知） 

第１７条 条例第１８条第６項の規定による通知は、都市景観形成建築物等指定通

知書により行うものとする。 

（都市景観形成建築物等の標識） 

第１８条 条例第１８条第７項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するも

のとする。 

(１) 指定の年月日 

(２) 指定した建築物又は工作物の名称 

 

（計画策定段階協議における市長が定める事項） 

第３０条 条例第３４条第１項の規定により計画策定段階協議について規則で定

める事項は、次条から第３０条の１０までに定めるもののほか、市長が別に定

めるものとする。 
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（計画策定段階協議の申出） 

第３０条の２ 計画策定段階協議の申出は「計画策定段階協議申出書」を市長に

提出して行わなければならない。 

２ 計画策定段階協議申出書には、次に掲げる図書その他市長が必要と認める図

書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認めるも

のについては、この限りでない。 

(１) 付近見取図 

(２) 敷地周辺の状況を示す写真 

(３) 配置図 

(４) 建築が予定されている建築物の規模に係る図書 

(５) 良好な景観の形成に関する配慮事項及びその方策等を示した図書 

（計画策定段階協議の期日） 

第３０条の３ 計画策定段階協議（条例第３４条第２項に規定する計画の変更が

あった場合を含む。次条から第３０条の７において同じ。）は、次に掲げる期

日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認

める場合はこの限りでない。 

(１) 条例３４条第１項第１号アに該当する行為は、当該都市計画の決定又は

変更に係る都市計画法第１７条第１項の規定又は同法第２１条第２項におい

て準用する同法第１７条第１項の規定による縦覧が終了する日まで 

(２)条例３４条第１項第１号イに該当する行為は、設計着手前の基本的な計画 

策定段階で、かつ当該許可に係る規定により建築審査会の同意を得る前まで 

(３)条例３４条第１項第１号ウに該当する行為は、施設の設計条件等を示した

要求水準書等（素案を含む）を公表する前の要求水準書等の策定段階 



資料 6 

3 
 

改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４)条例３４条第１項第１号エに該当する行為は、設計着手前の基本的な計画

策定段階で、かつ法第６３条第１項に規定する申請、条例第４５条第１項に

規定する申請、条例第５３条第１項に規定する申請、法第６６条第２項に規

定する通知、条例第４８条第２項に規定する通知、及び条例第５６条第１項

に規定する協議を行う前まで 

（計画策定段階協議における助言） 

第３０条の４ 市長は、計画策定段階協議において、申出人に対し、良好な景観

の形成を図るうえで必要な助言をするものとする。 

２ 前項の規定により助言を受けた申出者は、市長に対し、当該助言についてと

りうる措置等の内容について回答しなければならない。 

（計画策定段階協議における審議会の意見） 

第３０条の５ 市長は、計画策定段階協議において、次に掲げる場合は、審議会

の意見を聴かなければならない。 

(１) 協議を行おうとするとき 

(２) 前条の規定により申出者に助言をしようするとき及び当該助言に対する

回答があったとき 

（計画策定段階協議済通知書） 

第３０条の６ 市長は、計画策定段階協議を行ったときは、当該申出人者に対

し、計画段階協議済通知書を交付するものとする。 

（計画策定段階協議における行為の届出期日の指定） 

第３０条の７ 計画策定段階協議において、市長は、法第６３条第１項に規定す

る申請、条例第４５条第１項に規定する申請、条例第５３条第１項に規定する

申請、法第６６条第２項に規定する通知、条例第４８条第２項に規定する通

知、及び条例第５６条第１項に規定する協議の期日を指定できるものとし、当
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

該指定を受けた申出者は、指定された期日までに当該届出又は通知を行わなな

ければならない。 

（景観地区内の計画策定段階協議を要する行為） 

第３０条の８ 条例第３４条第１項第１号イの規定による行為は、次に掲げる行

為とする。 

(１) 建築基準法第５９条第４項に規定する許可を要する行為 

(２) 建築基準法第５９条の２第１項に規定する許可を要する行為 

２ 条例第３４条第１項第１号エで規定する行為は、別表第４に掲げるものとす

る。 

（計画内容の変更申出） 

第３０条の９ 条例第３４条第２項に規定する計画策定段階協議の計画内容の変

更に係る申出は、計画策定段階変更協議申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

２ 計画策定段階変更協議申出書には、第３０条の２第２項各号に掲げる図書の

うち、変更があったものその他市長が必要と認める図書を添付しなければなら

ない。 

（計画策定段階協議の公表） 

第３０条の１０ 条例第３４条第３項の規定による公表は、次に掲げる事項を記

載した文書を、市長が別に定める方法により行うものとする。 

(１) 行為の場所 

(２) 行為の概要 

(３) 行為に対する良好な景観の形成に関する配慮事項及びその方策等 

(４) 計画策定段階協議の内容を示すもの 
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 市長は、前項各号で規定する公表事項において、個人の生命、身体、財産そ

の他の利益の保護の観点からやむを得ない事情があると認める場合は、当該内

容の全部又は一部を公表しないものとする。 

（景観地区内の設計段階協議） 

第３１条 景観地区において、条例第３５条第１項で規定する行為は、別表第５

に掲げるものとする。 

（建築物の認定申請に添付する図書） 

第３２条 条例第３９条第１項で規定する図書は、行為の区分に応じて別表第２

に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しない

と認めるものについては、この限りでない。 

（建築等の計画変更の申請） 

第３３条 条例第３９条第２項による申請は、建築等行為変更認定申請書を市長

に提出して行わなければならない。 

（建築等行為の完了等の届出） 

第３４条 条例第４０条の規定による届出は、行為完了（中止）届に次に掲げる

図書を添付して行わなければならない。 

(１) 行為完了（中止）後の状況を示すカラー写真 

(２) その他市長が特に必要と認めるもの 

（認定を要しない建築物） 

第３５条 条例第４３条第１項第４号の規定で定める行為は、次に掲げるものと

する。 

(１) １０平方メートル以下の建築物の新築、増築、改築又は移転 

(２) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で外壁又

はこれに類するもののいずれか１面の過半を超えないもの 
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 市長が景観の形成に影響を及ぼす見込みがないと認めるもの 

（違反建築物の公示の方法） 

第３６条 法施行規則第２２条第１項の規定で定める方法は、西宮市公告条例に

より掲示する方法とする。 

（認定工作物） 

第３７条 条例第４４条に規定する規則で定める認定工作物は、別表第６に掲げ

るものとする。 

（認定工作物の形態意匠等の制限） 

第３８条 条例第４４条の規定による形態意匠等の制限は別表第７によるものと

する。 

 （認定工作物の認定申請） 

第３９条 条例第４５条第１項の規定による申請は、工作物計画認定申請書を市

長に提出して行わなければならない。 

２ 工作物計画認定申請書には、別表２に掲げる図書その他市長が必要と認める

図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認める

ものについては、この限りでない。 

（認定工作物の計画変更等の申請） 

第４０条 条例第４５条第３項による申請は、建設等行為変更認定申請書を市長

に提出して行わなければならない。 

（違反工作物の公示の方法） 

第４１条 条例第４６条第３項で定める方法は、西宮市公告条例により掲示する

方法とする。 
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（工事現場における認定の表示の方法） 

第４２条 条例第４９条第１項の規定による表示は、別途、市長が定める書式に

より行うものとする。 

（認定工作物の建設等の完了等の届出） 

第４３条 条例第５０条の規定による届出は、行為完了（中止）届に次に掲げる

図書を添付して行わなければならない。 

(１) 行為完了（中止）後の状況を示すカラー写真 

(２) その他市長が特に必要と認めるもの 

（適用除外） 

第４４条 条例第５１条第１項第７号の規定で定める行為は、次に掲げるものと

する。 

(１) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の工作物で、工事等の期

間中に限り存続するもの 

(２) 地下に設ける工作物 

(３) 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

(４) 通常の管理行為、軽易な行為 

(５) 市長が景観の形成に影響を及ぼす見込みがないと認めるもの 

（開発行為等の許可の申請） 

第４５条 条例第５３条第１項の規定による行為は、開発行為等許可申請書を市

長に提出して行わなければならない。 

２ 開発行為等許可申請書には、別表２に掲げる図書その他市長が必要と認める

図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に添付を要しないと認める

ものについては、この限りでない。 
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改 正 前 改 正 案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（都市景観形成市民団体の認定） 

第３０条 条例第３３条第１項第３号に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

る事項を規約に定めていることとする。 

―略― 

（許可を要する開発行為等） 

第４６条 条例第５３条に規定する規則で定める開発行為等は、別表第８による

ものとする。 

（開発行為等の許可基準） 

第４７条 条例第５４条第１項の規定による基準は、別表第９によるものとす

る。 

（開発行為等の完了等の届出） 

第４８条 条例第５５条の規定による届出は、行為完了（中止）届に次に掲げる

図書を添付して行わなければならない。 

(１) 行為完了（中止）後の状況を示すカラー写真 

(２) その他市長が特に必要と認めるもの 

（工事現場における許可の表示の方法） 

第４９条 条例第５７条第１項の規定による表示は、別途、市長が定める書式に

より行うものとする。 

（開発行為等に係る監督処分の公示の方法） 

第５０条 条例第５９条第４項で定める方法は、西宮市公告条例により掲示する

方法とする。 

（開発行為等の適用除外） 

第５１条 条例第６０条第１項第９号の規定による行為は、別表第１０によるも

のとする。 

（都市景観形成市民団体の認定） 

第５２条 条例第６１条第１項第３号に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

る事項を規約に定めていることとする。 

―略― 
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改 正 前 改 正 案 

２ 条例第３３条第２項の規定による申請は、都市景観形成市民団体認定申請書

に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

―略― 

３ 市長は、条例第３３条第１項の規定により認定することを決定したときは都

市景観形成市民団体認定通知書により、認定しないことを決定したときは都市

景観形成市民団体に認定しない旨の通知書により同条第２項の規定による申請

をした者に通知するものとする。 

４ 市長は、条例第３３条第３項の規定により都市景観形成市民団体の認定を取

り消したときは、都市景観形成市民団体認定取消通知書により当該団体に通知

するものとする。 

（様式） 

第３１条  

―略― 

（補則） 

第３２条  

―略― 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 条例第６１条第２項の規定による申請は、都市景観形成市民団体認定申請書

に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。 

―略― 

３ 市長は、条例第６１条第１項の規定により認定することを決定したときは都

市景観形成市民団体認定通知書により、認定しないことを決定したときは都市

景観形成市民団体に認定しない旨の通知書により同条第２項の規定による申請

をした者に通知するものとする。 

４ 市長は、条例第６０条第３項の規定により都市景観形成市民団体の認定を取

り消したときは、都市景観形成市民団体認定取消通知書により当該団体に通知

するものとする。 

（様式） 

第５３条  

―略― 

（補則） 

第５４条  

―略― 
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改 正 前 改 正 案 

別表第１（第６条関係） 

 

 
 
 

 
 

別表第１（第６条、第３２条、第３９条、第４５条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

行為 図書 

種類 縮尺 明示すべき事項 

建築物の新築、

増築、改築又は

移転 

付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

配置図 ２００分の１以上 敷地の境界、建築物の位置及び鉛直

投影立面積が最大となる方向 

鉛直投影立面積求積図 ２００分の１以上   

各階平面図（屋上を含む。） ２００分の１以上   

各面の着色立面図 ２００分の１以上 各部の仕上げ及び色彩のマンセル値 

主要断面図（２面以上） ２００分の１以上 外部から望見できる設備機器の高さ 

外構平面図 ２００分の１以上 フェンス、門、塀、舗装等の配置、

仕上げ及び色彩並びに植栽の樹種、

樹高、配置及び間口緑視率の算定式 

完成予想図（パース又は着色立面

図） 

２００分の１以上 建築物、外構及び周辺の状況 

敷地周辺の状況を示すカラー写真     

景観シミュレーション図（建築物の

新築、改築若しくは移転であって、

当該建築物の高さが４０メートルを

超えるもの若しくは当該建築物の建

築面積（駅舎等にあっては水平投影

面積。以下この項において同じ。）

が５,０００平方メートルを超えるも

の又は建築物の増築であって、当該

増築に係る部分の建築物の高さが４

０メートルを超えるもの若しくは当

該増築に係る部分の建築面積が２,５

００平方メートルを超え、かつ、当

該増築後の建築面積が５,０００平方

メートルを超えるものに係る届出又

は通知の場合に限る。） 

  敷地周辺の状況を示すカラー写真に

建築物の着色した完成予想図を合成

したもの 
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改 正 前 改 正 案 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建築物の外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様

替又は色彩の変更 

付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

配置図 ２００分の１以上 敷地の境界、建築物の位置及び鉛

直投影立面積が最大となる方向 

各階平面図（屋上を含

む。） 

２００分の１以上   

各面の着色立面図 ２００分の１以上 各部の仕上げ及び色彩のマンセル

値 

完成予想図（パース又は

着色立面図） 

２００分の１以上 建築物、外構及び周辺の状況 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 

    

建設等 付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

配置図 ２００分の１以上 敷地の境界及び工作物等の位置 

平面図 ２００分の１以上   

各面の着色立面図 ２００分の１以上 各部の仕上げ及び色彩のマンセル

値 

完成予想図（パース又は

着色立面図） 

２００分の１以上 工作物、外構及び周辺の状況 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 

    

開発行為又は土地の形質の

変更 

付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

現況図 ５００分の１以上   

造成計画図 ５００分の１以上 平面図、断面図及び切盛部分求積

図（切土を黄色、盛土を緑色で着

色） 

土地利用計画図 ５００分の１以上   

植栽計画図 ２００分の１以上 樹種、樹高及び配置 

完成予想図（フォトモン

タージュ又はパース） 

  行為を行う敷地及び周辺の状況 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 

  



資料 6 

12 
 

改 正 前 改 正 案 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

木竹の伐採又は植栽 付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

現況図 ５００分の１以上   

造成計画図 ５００分の１以上 平面図、断面図及び切盛部分求積

図（切土を黄色、盛土を緑色で着

色） 

植栽計画図 ２００分の１以上 樹種、樹高及び配置 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 

    

完成予想図（フォトモン

タージュ又はパース） 

  行為を行う敷地及び周辺の状況 

木竹の伐採又は植栽 付近見取図 ２,５００分の１以上 方位及び行為地 

現況図 ５００分の１以上   

造成計画図 ５００分の１以上 平面図、断面図及び切盛部分求積

図（切土を黄色、盛土を緑色で着

色） 

植栽計画図 ２００分の１以上 樹種、樹高及び配置 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 

    

完成予想図（フォトモン

タージュ又はパース） 

  行為を行う敷地及び周辺の状況 

屋外における土石、廃棄物

又は再生資源のたい積 

付近見取図 １０,０００分の１以

上 

方位及び行為地 

地形図 １,０００分の１以上 方位及び行為に係る土地の境界 

平面図 ６００分の１以上 方位及び行為に係る土地の境界、

配水施設、たい積をする土地の部

分及び擁壁 

断面図 ６００分の１以上 現況地盤面及び設計上のたい積物

の断面 

敷地周辺の状況を示すカ

ラー写真 
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別表第４（第３０の８条関係） 

景観地区内で計画策定段階協議を要する行為 

（関西学院周辺景観地区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(１) 建築物（駅舎等を除く。次号において同じ。）の新築、改築であって、当該建築

物の建築面積が２,０００平方メートルを超えるもの 

(２) 建築物の増築面積が１,０００平方メートル、かつ当該増築後の建築面積が２,０

００平方メートルを超えるもの 

(３) 建築面積が５００平方メートルを超え、又は高さ１０メートルを超える公共建築

物の新築、改築、移転、外観の一面の過半の変更 

(４) 道路(Ｃ-２、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ-１、Ｊ-２、Ｊ-３、Ｊ-４地区にあっては

１２メートルを超えるものに限る)及び２,５００平方メートルを超える公園の建設又

は改良 

(５) 第８条第１項第４号に掲げる行為 

(６) 第８条第１項第５号又は第２項第３号若しくは第４号に掲げる行為 

(７) ３,０００平方メートルを超える宅地造成又は土地の区画形質の変更 

(８) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがあると認める行為 
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別表第５（第３１条関係） 

景観地区内で設計段階協議を要する行為 

（関西学院周辺景観地区） 

 

 
 
 
 
 
 
 

(１) 計画段階協議を実施した行為 

(２) 建築物（駅舎等を除く。次号において同じ。）の新築、改築又は移転であって、

高さが１０メートルを超え、又は当該建築物の建築面積が５００平方メートルを超え

るもの 

(３) 増築部分の建築物の高さが１０メートルを超える建築物又は増築部分の建築面積

が２５０平方メートルを超え、かつ、増築後の建築面積が５００平方メートルを超え

る建築物 

(４) 建築物の高さが１０メートルを超え、又は建築面積が５００平方メートルを超え

る建築物で、外観の一面の過半の変更をするもの 

(５) 工作物の高さが５メートルを超え、かつ、地上から当該工作物の上端までの高さ

が１０メートルを超える認定工作物の新設、改築、移転、外観の見付面積の過半の変

更をするもの 

(６) ５００平方メートル以上の宅地造成又は土地の区画形質の変更 

(７) 高さが２メートルを超える擁壁の新設 
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別表第６（第３７条関係） 

認定を要する工作物 

（関西学院周辺景観地区） 

 
 
 
 
 
 

(１) 道路(Ｃ-２、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ-１、Ｊ-２、Ｊ-３、Ｊ-４地区にあっては

１２メートルを超えるものに限る) 及び２,５００平方メートルを超える公園 

(２) 高架道路，高架鉄道，横断歩道橋，こ線橋その他これらに類するもの 

(３) 橋りょうその他これに類するもので幅員１０メートルを超え，又はその延長が３０

メートルを超えるもの 

(４) 機械式駐車場 

(５) 建築物に附属する垣，さく，塀，門その他これらに類するもの 

(６) 建築物に附属する擁壁又は建築物に附属する擁壁以外の擁壁で高さ１．０メートル

以上のもの 

(７) 携帯電話基地局 

(８) 太陽光を電気に変換するための設備及び太陽熱を給湯、暖房その他の用途に利用す

るための設備(以下、太陽光パネルという。) 

(９) 上記の各号のほか、高さが１．５メートルを超えるもの 

(１０) 工作物の高さが１．５メートルを超える工作物で、外観の見付面積の過半の変更

をするもの 
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別表第７（第３８条関係） 

景観地区内における認定工作物の形態意匠等の制限 

（関西学院周辺景観地区） 
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項目 地区・制限事項 

工
作
物
に
関
す
る
事
項(

一
般
工
作
物) 

携帯

電話 

基地

局 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、Ｆ、

Ｇ、Ｈ、Ｉ 

屋上、屋根、塔屋に携帯電話基地局及びこれに類するも

のを設置する場合、道路、公園等の公共用空地から容易に

望見できない位置に設けること。（当該建築物の最高部の

高さを超えず、かつ、建築物の壁面と一体的に配置される

もの、またはアンテナ構造物が目立ちにくく景観形成上支

障のないものを除く） 

Ｊ-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、 

Ｊ-４ 

屋上には携帯電話基地局及びこれに類するものを設けな

いこと。 

太陽光パネル 

太陽光パネルを設置する場合、道路、公園等の公共用空地

から容易に見えない位置に設けること。（太陽光パネルを

勾配屋根の形状に合わせて設置する場合で、屋根の色彩と

調和が図られているものは除く。） 

道路境

界側に

設置す

るか

き、さ

く 

Ａ、Ｂ、

Ｃ-1、Ｄ 

道路に面するかき、さくの構造は、生垣又は透過性のあ

る縦格子さく等とし、緑化の妨げとなるコンクリートブ

ロック等としてはならない。ただし、次に掲げるものに

あってはこの限りではない。 

(１)門、門柱及び左右１０．０メートル以下の門の袖壁 

Ｃ-２、

Ｅ、Ｆ、

Ｇ、Ｈ、

Ｉ、Ｊ-

１、Ｊ-

２、Ｊ-

３、Ｊ-

４ 

道路に面するかき、さくの構造は生垣又は透過性のある縦

格子さく等とし、緑化の妨げとなるコンクリートブロック

等としてはならない。ただし、次の各号に掲げるものにあ

ってはこの限りではない。 

(１)門、門柱及び左右２．０メートル以下の門の袖壁 

(２)かき又はさくの基礎で天端高さ６０センチメートル以

下のコンクリートブロック等の部分 

 



資料 6 

18 
 

改 正 前 改 正 案 

 
 
 
 
 
 

工
作
物
に
関
す
る
事
項(

公
共
工
作
物) 

道路・公

園(道路

及び面積

２,５０

０平方メ

ートルを

超える公

園の新

設、改

良) 

Ａ、Ｂ、

Ｃ-1、

Ｄ 

１ 関西学院のキャンパス景観や背後の甲山の自然と連な

り形成された緑豊かで落ち着いたまちなみと調和した形

態意匠とする。 

２ 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫

したものであること。 

３ 景観形成のポイントとなっている樹木を保全し、これを活か

した整備とすること。 

４ 本景観地区にふさわしい夜間景観形成のために、照明

の色温度を２,８００ケルビンから３,０００ケルビンと

することを原則とする。ただし、演出照明を行う場合

は、照明の色温度４,５００ケルビンまで使用できるも

のとする。 

道路・公

園(幅員

１２メー

トルを超

える道路

の新設及

び改良、

又は面積

２,５０

０平方メ

ートルを

超える公

園の新

設、改

良) 

Ｃ-２、

Ｅ、

Ｆ、

Ｇ、

Ｈ、

Ｉ、 

Ｊ-１、

Ｊ-２、

Ｊ-３、

Ｊ-４ 

１ 関西学院のキャンパス景観や背後の甲山の自然と連な

り形成された緑豊かで落ち着いたまちなみと調和した形

態意匠とする。 

２ 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫

したものであること。 

３ 景観形成のポイントとなっている樹木を保全し、これを活か

した整備とすること。 

４ 本景観地区にふさわしい夜間景観形成のために、照明

の色温度を２,８００ケルビンから３,０００ケルビンと

することを原則とする。ただし、演出照明を行う場合は、

照明の色温度４,５００ケルビンまで使用できるものと

する。 
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工
作
物
に
関
す
る
事
項(

共
通)

 

色彩 

１ 外観の色彩は、周辺建築物などの色彩と調和させるととも

に、緑が映える落ち着いたものとする。 

２ マンセル表色系による色彩の範囲は、次のとおりとする。 

 ただし、無着色の木材、石材、漆喰、レンガ、ガラス(透明、

乳白色)等を使用する部分は除く。 

(１) 高さ５メートルを超え、かつ、地上から当該工作物の

上端までの高さが１０メートルを超えるものについて

は、次のとおりとする。ただし、つやのある金属色、原

色、蛍光色等は使用してはならない。上記に関わらず、建

築物に付属する工作物は、建築物の意匠や色彩、周辺景観

と調和したものとする。 

 

 

 

(２)高さ１.５メートルを超えかつ５メートル未満のもの、高

さ５メートルを超えかつ地上から当該工作物の上端までの

高さが１０メートル未満のものについては、次のとおりと

する。ただし、つやのある金属色は使用してはならない。 

 

 

 

形態意匠 

１ 周辺のまちなみや背景となるものとの調和を図ること。 

２ 道路境界部分は、主に高木による緑化を行うなど圧迫感を軽

減させる。 

３ 附属機器や排水管などの配管類は、集約化し目立たせないよ

う工夫する。 

 

色相 明度 彩度

YR 8.5以下 4以下

R・Ｙ 8.5以下 3以下

その他の色相 8.5以下 2以下

色相 明度 彩度

YR・Y・GY 5以下 1～2
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備考 

１ この表において、工作物の高さの制限については、電気通信事業法による認定

電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備(携

帯電話基地局を含む)を収容するための施設の設置又は管理に係る行為には適用

しない。ただし、Ｊ-１、Ｊ-２、Ｊ-３及びＪ-４に設置する携帯電話基地局の高

さの制限については、この表のとおりとする。 

 
 
 
 
 

別表第８（第４６条関係） 

工
作
物
に
関
す
る
事
項(

共
通)

 

高
さ
の
制
限(

地
上
か
ら
工
作
物
の
上
端
ま
で
の
高
さ)

 

Ａ、Ｂ、

Ｃ-1、Ｃ

-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｇ、

Ｈ、Ｉ、

Ｊ-３、

Ｊ-４ 

１５メートル 

Ｊ-１、 

Ｊ-２ 
１０メートル 
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許可を要する開発行為等 

（関西学院周辺景観地区） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

別表第９（第４７条関係） 

１ 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成、土地の

開墾その他の土地の形質の変更 

２ 面積が１０平方メートルを超える、または宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形

質の変更（建物が存しない敷地内） 

３ 面積が１０平方メートルを超える建築物の新築、改築時の木竹の植栽 

４ 高さが１．５メートルを超える木竹の伐採 

５ 面積が１０平方メートルを超える、または高さが１．５メートルを超えるのりを生ず

る地形の変更を伴う土石類の採取 

６ 面積が１０平方メートルを超える、または高さが１．５メートルを超える土石、廃棄

物又は再生資源のたい積 

７ 面積が１０平方メートルを超える水面の埋め立て又は干拓 
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開発行為等の許可基準 

（関西学院周辺景観地区） 

 

項目 地区・制限事項 

開
発
行
為
等
に
関
す
る
事
項 

宅地の造

成、土地

の開墾そ

の他の土

地の形質

の変更 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、 Ｊ

-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、

Ｊ-４ 

１ 形質の変更後の土地の地表面の形状その他の状態

が、植栽その他の適切な措置を行われることによ

り、その土地の区域における風致と著しく不調和で

なく、かつ、変更を行う土地の区域における木竹の

生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

２ 高さが４メートルを超えるのり(擁壁も含む)を生

じる切土又は盛土を伴わないこと。 

木竹の伐

採 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、 Ｊ

-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、

Ｊ-４ 

次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地

及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそ

れが少ないこと。 

(１)建築物等の新築等や土地の形質の変更等を行うた

めに必要な最小限度の木竹の伐採 

(２)森林の択採 

(３)伐採後の成林が確実な森林の皆採（ただし、１ヘ

クタール以下に限る。） 

(４)森林である土地の区域外における木竹の伐採 

既存の樹木はできる限り保存するものとし、計画

上、やむを得ず、伐採する場合は復元又は移植す

ること。 

土石類の

採取 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、 Ｊ

-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、

Ｊ-４ 

土石類の採取の方法が露天堀りでなく、かつ、採取

を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の

維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 
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開

発

行

為

等

に

関

す

る

事

項 

水面の埋

め立て又

は干拓 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、 Ｊ

-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、

Ｊ-４ 

１ 水面の埋立て又は干拓後の地表面の形状その他の

状態が埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土

地の区域における風致と著しく不調和でないこと。 

２ 当該埋立て又は干拓を行う土地及びその周辺の土

地の区域における木竹の育成に支障を及ぼすおそれ

が少ないこと。 

屋外にお

ける土

石、廃棄

物又は再

生資源の

堆積 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、 Ｊ

-１、Ｊ-

２、Ｊ-３、

Ｊ-４ 

当該堆積を行う土地及びその周辺の土地の区域にお

ける風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。 

敷地内の

緑地率、

緑化に関

する事項

(建築物の

新築又は

建築物を

建築しな

い土地の

造成を行

う場合に

限る。) 

Ａ、Ｂ、Ｃ-

1、Ｃ-２、

Ｄ、Ｅ、

Ｆ、Ｉ、  

Ｊ-１、 

Ｊ-２、 

Ｊ-３、 

Ｊ-４ 

１ 大規模建築物、一般建築物共通 

建築物の敷地面積に対する緑地率は３０パーセント

以上とし、風致上有効な位置に、１０平方メートル

につき高さ３．５メートル以上の高木を１本以上、

１．５メートル以上の中木を２本以上植栽する。な

お、健全な生育環境下にある既存樹木及び道路に面

するシンボルツリーの新植については、別に定める

ところにより換算する。 

２ 大規模建築物 

敷地の道路に面する部分の間口緑視率は、接する道

路毎に１５パーセント以上とする。 

３ 一般建築物 

建築物から道路境界線までの間に高さ２．５メート

ル以上の樹木を２本以上植栽とすること。ただし、

接する道路の間口幅が４メートル未満の宅地及び敷

地面積が９０平方メートル未満の場合は１本以上と

する。 

４ 道路からの壁面後退部には風致上有効な植栽を施

すこと。 

５ 既存樹木の保全、活用に努め、伐採する場合は、

場所の特性にふさわしい植栽により将来的な緑の復

元を図る。 
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備考 

１ この表において、大規模建築物とは、高さ１０メートルを超え、または一の敷

地の建築面積の合計が５００平方メートルを超えるものをいう。 

２ この表において、一般模建築物とは、大規模建築物以外の建築物をいう。 

３ この表において、緑地率とは、当該土地において規則で定める風致の維持に有

効な植栽が行われた面積の当該土地の面積に対する割合をいう。 

４ この表において、間口緑視率とは、西宮市景観計画で定める境界領域における、

道路から見える植栽の量を示したもので、敷地の道路に面する部分の合計（敷地

間口）における、地上から高さ１０メートルまでの部分の立面積（緑化対象立面

積）に対する樹木を立面に換算した面積（立面換算面積）の割合をいう。 

 
 
 

 
 
 

  Ｇ、Ｈ 

１ 大規模建築物 

敷地の道路に面する部分の間口緑視率は、接する道

路毎に１５パーセント以上とする。 

２ 一般建築物 

建築物から道路境界線までの間に高さ２．５メート

ル以上の樹木を２本以上植栽とすること。ただし、

接する道路の間口幅が４メートル未満の宅地及び敷

地面積が９０平方メートル未満の場合は１本以上と

する。 
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別表第１０（第５１条関係） 

開発行為等の許可を要しない行為 

（関西学院周辺景観地区） 

 

 

 
 

１ 次に掲げる木竹の伐採 

(１) 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採 

(２) 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採 

(３) 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採 

(４) 仮植した木竹の伐採 

(５) 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採 

２ 前項に掲げるもののほか、次に掲げる行為 

(１) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為 

(２)建築物の存する敷地内で行う以下の行為。 

ア 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない土地の形質の

変更 

イ 高さが３メートルを超えない木竹の伐採 

ウ 高さが１.５メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わない土石類の採取 

エ 高さが１.５メートル以下である土石、廃棄物又は再生資源のたい積 

(３) 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。 

ア 宅地の造成又は土地の開墾 

イ 森林の択伐又は皆伐（林業を営むために行うものを除く。） 

ウ 水面の埋立て又は干拓 

３ 非常災害のため必要な応急措置として行うもの 

 


